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(57)【要約】
【課題】  超音波診断装置の製造上やメンテナンスにお
ける機能テストを、高速・高信頼性にて自動的に行なう
ことができるシステム、テスト方法、テスト装置および
超音波診断装置を提供すること。
【解決手段】  超音波診断装置３０の装置の状態の診断
を、この超音波診断装置３０に内蔵又は外部に接続され
ている制御部３２、３２ａ、６１に格納されている、予
め設定されているシーケンスプログラムにより自動的に
行なうこと。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波診断装置の装置の状態の診断を、
この超音波診断装置に内蔵又は外部に接続されている制
御部に格納されている、予め設定されたシーケンスプロ
グラムにより自動的に行なうことを特徴とする超音波診
断装置システム。
【請求項２】  前記超音波診断装置に内蔵又は外部に接
続されている制御部に格納されている、予め設定された
前記シーケンスプログラムは、通信回線を経由して遠隔
地から作動させられることを特徴とする請求項１記載の
超音波診断装置システム。
【請求項３】  装置の状態を診断する超音波診断装置の
テスト方法において、
前記超音波診断装置に接続された外部制御装置又は内蔵
された制御装置に、過去のテスト結果および異常原因の
データベースを保有させ、そのデータベースを基にテス
ト結果と故障原因の相関を推定するアルゴリズムによ
り、製造上の機能テストだけでなく故障診断をも自動的
に行なうことを特徴とした超音波診断装置のテスト方
法。
【請求項４】  前記超音波装置に接続された外部制御装
置又は内蔵された制御装置は、離間した個所からリモー
トコントロールされることを特徴とする請求項３記載の
超音波診断装置のテスト方法。
【請求項５】  超音波診断装置に接続されて当該装置の
状態を診断する超音波診断装置のテスト装置において、
前記超音波診断装置に接続されるテスト装置は、過去の
テスト結果および異常原因のデータベースを保有し、そ
のデータベースを基にテスト結果と故障原因の相関を推
定するアルゴリズムにより、製造上の機能テストだけで
なく故障診断をも自動的に行なうことを特徴とした超音
波診断装置のテスト装置。
【請求項６】  前記超音波装置に接続された外部制御装
置又は内蔵された制御装置は、離間した個所からリモー
トコントロールされていることを特徴とする請求項５記
載の超音波診断装置のテスト装置。
【請求項７】  装置の状態を診断する機能を有する超音
波診断装置において、
前記超音波装置に内蔵された制御装置は、過去のテスト
結果および異常原因のデータベースを保有し、そのデー
タベースを基にテスト結果と故障原因の相関を推定する
アルゴリズムにより、製造上の機能テストだけでなく故
障診断をも自動的に行なうことを特徴とした超音波診断
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波診断装置の
機能テストの自動化に係わり、特に超音波診断装置の操
作（制御）および画像処理評価を一括して制御装置でプ
ログラムを用いて行なうことにより、超音波診断装置の
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製造上やメンテナンスの際の機能テストを、高速・高信
頼性にて自動的に行なうシステム、テスト方法、テスト
装置および超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】医療機器である超音波診断装置は、多数
の表示モード、機能モード、接続可能プローブを用いて
いる。したがって、超音波診断装置を製造やメンテナン
スに際しては、各モード（Ａモード、Ｂモード、Ｍモー
ド）や各プローブの全ての組み合わせについて、それぞ
れ、機能や確認する必要があるので、非常に多数の項目
についての機能確認テストを行なって故障等の不具合点
を抽出している。
通常、この機能確認テストは製造工程で作業者の手動操
作及び画像の目視確認によって行なわれている。
【０００３】また、製造した超音波診断装置のユーザが
工場（サービスセンタ）から遠隔地に存在する場合につ
いても、電話回線を用いて同様にユーザ側の作業者が作
業を行なっている。それらの一例が実開平７－７６０６
号公報に開示されているので、同公報を一部引用して説
明する。
すなわち、図１１はその一実施例の画像診断装置用制御
システムの既略構成を示す構成図である。
【０００４】この図１１において、サービスセンタ１１
０はユーザ側の超音波診断装置の故障の調査を行うもの
であり、状態検査手段としてのコンピュータ１１１、コ
ンピュータ１１１と電気通信回線とを接続するモデム１
１２、通話手段としての電話機１１３、コンピュータ１
１１側と電話機１１３側とを切替えると共に、回緑切替
え制御信号（トーン信号）を送出する回線切替え制御器
１１４を備えている。また、このサービスセンタ１１０
は交換機１２０を介し、１組の電気通信回線１２１を利
用してユーザとなる超音波診断装置１３０と通信可能に
構成されている。
【０００５】一方、超音波診断装置１３０は、電気通信
回線１２１と接続された網制御装置としてのＮＣＵ１３
１を有し、通信データを統括的に制御する通信データ制
御部１３４、回線切替え制御信号を検出するトーンディ
テクタ１３２、トーンディテクタ１３２により制御され
てＮＣＵ１３１からの信号を振り分けるアナログスイッ
チ１３３、通信データ制御部１３４により切替え制御さ
れて診断用音声発生部１３５側及びマイク１３７とスピ
ーカ１３８側とを切替えるアナログスイッチ１３６を切
替え手段として有し、マイク１３７及びスピーカ１３８
からなる通話手段による通話と診断部１４４によるデー
タ通信とを選択的に切替えて電気通信回線１２１を利用
するように構成されている。
【０００６】ユーザ側の超音波診断装置１３０に不具合
等が発生しサービスセンタを呼び出す要求がある場合
は、ユーザ側のオぺレータはサービスボタン１３９を押
下する。これにより、通信データ制御部１３４は表示文
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字制御部１４１を介してＣＲＴ表示部１４２に呼び出し
中の表示を行うと共に、アナログスイッチ１３６をアナ
ログスイッチ１３３側に切替える。また、通信データ制
御部１３４は、電気通信回線を介してサービスセンタを
呼び出すためにダイアラ１４０に自動ダイヤルを命じ
る。これによりダイアラ１４０はＰＢ信号若しくはＤＰ
信号をＮＣＵ１３１を介して交換機１２０に送出する。
呼び出しに対して所定の基準時間内にサービスセンタ１
１０の応答がなければ、ダイアラ１４０はリダイアルを
行い、再度サービスセンタ１１０の呼び出しを行う。
【０００７】したがって、通話とデータ制御を行う場合
に、サービスセンタ１１０と超音波診断装置１３０とを
結ぶ電気通信回線はｌ回線でよく、回線使用効率が向上
する。また、超音波診断装置１３０側からサービスセン
タ１１０を呼び出す際のグイヤルの手間も省ける。更
に、超音波診断装置１３０に備え付けられているマイク
及びスピーカを電話機として使用することで、設備の有
効利用も図れる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
たような個々の作業者が超音波装置の操作パネルを操作
して、その結果を超音波画像表示器により目視確認する
ことにより機能確認を行なうテスト作業では、項目数が
非常に多いために作業時間がかかるだけでなく、作業手
順の個人差や見逃しなどの可能性も発生する。その結果、
機能確認のテストは、製造リードタイム短縮や製造工数
低減や信頼性向上を阻害する大きな要因となっている。
【０００９】また、遠隔地を電話回線を用いて結んで対
応する場合も、基本的に同様の問題が存在している。つ
まり、この場合は、まず、超音波診断装置の個々の不具
合点を作業者が確認して、それに対応する機能確認デー
タを電話回線で伝送依頼を行ない、それにより、作業者
が超音波装置の操作パネルを操作して、その結果を超音
波画像表示器により目視確認することにより機能確認テ
ストを行なっている。したがって、項目数が非常に多い
ために作業時間がかかるだけでなく、作業手順の個人差
や見逃し等の可能性も発生する。その結果、機能確認のテ
ストは、製造リードタイム短縮や製造工数低減や信頼性
向上を阻害する大きな要因となっている。
【００１０】本発明はこれらの事情にもとづいてなされ
たもので、超音波診断装置の製造上やメンテナンスにお
ける機能テストを、高速・高信頼性にて自動的に行なう
システム、テスト方法、テスト装置および超音波診断装
置に関する。
【００１１】
【課題を解決するための手段】請求項１の発明による手
段によれば、超音波診断装置の装置の状態の診断を、こ
の超音波診断装置に内蔵又は外部に接続されている制御
部に格納されている、予め設定されたシーケンスプログ
ラムにより自動的に行なうことを特徴とする超音波診断
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装置システムである。
また請求項２の発明による手段によれば、前記超音波診
断装置に内蔵又は外部に接続されている制御部に格納さ
れている、予め設定された前記シーケンスプログラム
は、通信回線を経由して遠隔地から作動させられること
を特徴とする超音波診断装置システムである。
また請求項３の発明による手段によれば、装置の状態を
診断する超音波診断装置のテスト方法において、前記超
音波診断装置に接続された外部制御装置又は内蔵された
制御装置に、過去のテスト結果および異常原因のデータ
ベースを保有させ、そのデータベースを基にテスト結果
と故障原因の相関を推定するアルゴリズムにより、製造
上の機能テストだけでなく故障診断をも自動的に行なう
ことを特徴とした超音波診断装置のテスト方法である。
また請求項４の発明による手段によれば、前記超音波装
置に接続された外部制御装置又は内蔵された制御装置
は、離間した個所からリモートコントロールされること
を特徴とする超音波診断装置のテスト方法である。
また請求項５の発明による手段によれば、超音波診断装
置に接続されて当該装置の状態を診断する超音波診断装
置のテスト装置において、前記超音波診断装置に接続さ
れるテスト装置は、過去のテスト結果および異常原因の
データベースを保有し、そのデータベースを基にテスト
結果と故障原因の相関を推定するアルゴリズムにより、
製造上の機能テストだけでなく故障診断をも自動的に行
なうことを特徴とした超音波診断装置のテスト装置であ
る。
また請求項６の発明による手段によれば、前記超音波装
置に接続された外部制御装置又は内蔵された制御装置
は、離間した個所からリモートコントロールされている
ことを特徴とする超音波診断装置のテスト装置である。
また請求項７の発明による手段によれば、装置の状態を
診断する機能を有する超音波診断装置において、前記超
音波装置に内蔵された制御装置は、過去のテスト結果お
よび異常原因のデータベースを保有し、そのデータベー
スを基にテスト結果と故障原因の相関を推定するアルゴ
リズムにより、製造上の機能テストだけでなく故障診断
をも自動的に行なうことを特徴とした超音波診断装置で
ある。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図を参照しながら説明する。
【００１３】まず、超音波診断装置の概略構成について
説明する。図１は超音波診断装置の構成ブロック図であ
る。すなわち、被検体に当接して使用されるプローブ１
と、このプローブ１に接続された送受信ユニット２と、
この送受信ユニット２の受信系出力端に接続されたＤＳ
Ｃ（デジタル・スキャン・コンバータ）３と、このＤＳ
Ｃ３及び送受信ユニット２に接続された表示システム４
と操作パネル５とを備えている。
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【００１４】プローブ１は被検体との間で超音波信号を
送受する機能を担うもので、例えば複数の圧電体から成
る振動子をアレイ状に配列したアレイ形のプローブ１で
ある。また、その形状は、測定対象の部位により、図２
（ａ）示すセクター型、図２（ｂ）示すコンベックス
型、図２（ｃ）示すリニア型および図２（ｄ）示すペン
シル型等を、適宜切り替えて用いている。各プローブ１
の振動子数は使用されるプローブ１の種類などに応じて
変わり、その振動子数に応じてブローブ１のケーブル１
ａ内の信号線数も変わる。
【００１５】ケーブル１ａの他端には設定チャンネル数
（例えばｌ２８ｃｈ）のコネクタプラグ１ｂが接続され
ており、このコネクタプラグｌｂが送受信ユニット２に
電気的に通じる装置本体のコネクタボートのコネクタソ
ケット２ａに着脱自在に接続されている。このため、ブ
ローブ１の振動子数（チャンネルに相当）が異なると、
コネクタ１ｂにおける使用、未使用のチャンネルと数、
位置（コネクタピン位置）も変わる。
【００１６】送受信ユニット２は、送信系としての送信
駆動回路１０並びに受信系としての受信遅延回路１１、
整相加算器１２、及び信号処理回路１３を備えている。
送信駆動回路１０は前記設定チャンネル数分の遅延ライ
ンやパルサを有し、この設定チャンネル数分のパルサの
出力端が前記コネクタソケット２ａのピンに各々接続さ
れている。
【００１７】受信遅延回路１１も前記設定チャンネル数
分のプリンアンプ、遅延ラインの組から成る回路を有
し、前記コネクタソケット２ａの信号ピン各々が各プリ
アンプに接続されている。設定チャンネル数分の遅延ラ
インの出力側は整相加算器１２に至り、整相加算器１２
で整相加算による受信ビームフォ－ミングが行われる。
整相加算器１２の出力端は信号処理回路１３に至り、こ
の信号処理回路１３にて受信ビームフォーミング出力が
例えば包絡線検波されＢモード画像信号に変換され、そ
の画像信号がＤＳＣ３に供給される。
【００１８】ＤＳＣ３はＡ／Ｄ変換器、フレームメモ
リ、Ｄ／Ａ変換器、書込み／読出し制御回路などを有
し、フレームメモリへの書込み及び読出しを独立して行
うことで、入力してくる各種の走査方式の画像信号を標
準テレビ走査方式の画像信号に変換する。このＤＳＣ３
の変換信号は表示システム４のディスプレイであるＴＶ
モニタ４ａに送られて表示される。
【００１９】表示システム４は、ＴＶモニタ４ａで構成
され、また、操作パネル５は送受信ユニットに内蔵され
ている。
また、送受信ユニット２は、送受信形の電気的な異常や
故障（以下単に「異常」と言う）を検出する自己診断手
段としての異常検出回路１４と、この異常検出回路１４
の検出信号に応答して異常状態が装置全体に及ぼす影響
の程度などを判断する判断回路１５と、この判断回路１
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５の判断結果に応答して送受信チャンネルの停止などを
行う保護回路１６とを備える。異常検出回路１４には、
プローブケーブル１ａ、コネクタ１ｂ、２ａを含む送受
信経路からその動作状態をチャンネル毎に監視するため
の監視信号Ｍ１と、送信駆動回路１０の遅延ラインやパ
ルサからその動作状態をチャンネル毎に監視するための
監視信号Ｍ２、Ｍ３とが与えられている。監視信号Ｍ１
～Ｍ３は例えば電圧値や電流値として供給される。
【００２０】異常検出回路１４は例えばマイクロプロセ
ッサを有して構成され、各チャンネル毎の電圧レべルや
電流値を常時監視して、その変化から故障状態を含む異
常状態をチャンネル毎に検出し、異常チャンネル番号を
知らせる信号を判断回路１５に送る。
【００２１】判断回路１５は、マイクロプロセッサ（Ｍ
ＰＵ）１５ａと、各種の情報を記憶しているメモリ１５
ｂとを備える。この判断回路１５に異常の程度をプロー
ブ１の動作条件と照合して判断する機能を持たせるた
め、メモリ１５ｂには、マイクロプロセッサ１５ａのプ
ログラムのほか、使用されるプローブ１の各振動子と設
定チヤンネルとの接続関係などのプローブ情報やそのプ
ローブ１の駆動条件をデータテーブルとして記億してい
る。プローブ情報としては例えば、設定チャンネル数＝
１２８の送受信系に対して、使用したプローブｌが振動
子数＝６４の場合、その６４個の振動子が第ｌ～第６４
チャンネルまでを使う。
次に、本発明の超音波診断装置のテストシステムについ
て、図３に示す超音波診断装置のテストシステム構成図
にもとづいて説明する。
テストシステムは、テストシステム全体の制御を統括す
る外部制御装置３２と、テスト対象となる超音波診断装
置３０のビデオ信号インターフェース３３から出力され
る映像信号をデジタルデータ変換して外部制御装置３２
のデジタル信号インターフェース３４に出力するビデオ
キャプチャユニット３５から構成されている。また、外
部制御装置３２には制御信号出力インターフェース３６
が装備されており、超音波診断装置３０の制御信号入力
インターフェース３７と接続されている。
【００２２】また、外部制御装置３２の記憶部には、装
置制御シーケンス４１、画像処理パラメータ、基準画像
データ４３および判定基準データ４４が格納されてい
る。したがって、外部制御装置３２は、超音波診断装置
３０をプログラミング可能なシーケンスデータに従って
シーケンス制御する装置制御機能、ビデオキャプチャユ
ニット３５経由で入力した画像データを、予め設定され
た画像処理パラメータ４２および基準画像データ４３に
基づいて画像処理する画像処理機能、画像処理の結果と
して得られる特徴を、あらかじめ設定されたテスト判定
基準データ４４に基づいて、判定処理する判定処理機能
およびテスト判定結果とその関連画像４９の保存、およ
び、各種設定データを作成、編集、保存ならびに読込み
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7
するデータ管理機能を有している。
図４は、本発明のテストシステムの処理動作フローチャ
ートである。
【００２３】まず、超音波診断装置と外部制御装置を接
続してテストの準備を行ない、以下の手順でテストを行
なう（各部の符号は図３で用いたものを援用してい
る）。
超音波診断装置３０は、外部制御装置３２から画像処理
パラメータ４２と判定基準データ４３を読込む（Ｓ
１）。超音波診断装置３０を初期化する（Ｓ２）。テスト
項目を選択する（Ｓ３）。外部制御装置３２から超音波
診断装置３０の制御シーケンス４１のデータの読み込み
を行なう（Ｓ４）。テスト項目に応じたモード変更の装
置制御を行なう（Ｓ５）。続いて、テスト項目に応じて基
準画像が必要な項目か否かを入力する（Ｓ６）。その入
力結果に応じて、基準画像が必要な場合は、基準画像を
入力する（Ｓ７）。基準画像を入力した後、および、基
準画像が必要でない場合には、プローブ（不図示）から
超音波画像を入力する（Ｓ８）。入力された超音波画像
を画像処理パラメータ４２により画像処理を行なう（Ｓ
９）。この処理された画像を判定基準データ４４により
判定処理を行なう（Ｓ１０）。この判定結果と画像を記
憶装置（不図示）に保存する（Ｓ１１）。このように、
装置制御→画像入力→画像処理といった一連のシーケン
スをプログラミングした手順で連続実行し、全テスト項
目が終了したか否かを判定する（Ｓ１２）。全テスト項
目が終了したことが確認された場合には、連続実行した
総合判定結果を表示・保存して終了する（Ｓ１３）。も
し、テスト項目の全部が終了していない場合は、テスト
項目選択（Ｓ３）のステップに戻り、以下上述のシーケ
ンスを繰り返す。
このように、装置制御→画像入力→画像処理といった一
連のシーケンスをプログラミングした手順で連続実行す
ることにより、多数の項目についてのテスト作業および
結果判定を自動的に、しかも高速かつ正確に行なうこと
が可能となる。
【００２４】次に、具体的なテスト項目に対する動作の
具体例について説明する。
（具体例１）図５（ａ）は処理動作のフローチャート
を、図５（ｂ－１）、（ｂ－２）および（ｂ－３）は処
理動作で用いた画面を示している。なお、各部の符号は
図３で用いたものを援用している。
まず、外部制御装置３２により、テスト項目選択として
「ＬＩＶＥＲ」（肝臓）の検査を選択する（Ｓ３ａ）。
これにより、外部制御装置３２から超音波診断装置３０
へ装置制御シーケンス４１のデータが読み込まれる（Ｓ
４ａ）。続いて、装置制御のモード変更が行なわれる（Ｓ
５ａ）。この場合は、基準画像が必要な項目であるので、
図５（ｂ－１）に示した基準画像が入力される（Ｓ７
ａ）。この基準画像には、右上上部に「ＬＩＶＥＲ」と表
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示され、その横に、日付日時が表示され、日付日時の下方
にプローブの型名（Ｓ３７－３．７，２０Ｈｚ）が表示
されている。
続いて、プローブより図５（ｂ－２）に示した超音波画
像を入力する（Ｓ８ａ）。この画像では、右上上部に「Ａ
－ＨＥＡＲＴ２」と表示され、その横に、日付日時が表
示され、日付日時の下方にプローブの型名（Ｓ２５－
３．０，２０Ｈｚ）が表示されている。
入力された超音波画像を画像処理パラメータ４２により
画像処理を行なう（Ｓ９ａ）と図５（ｂ－３）に示した
画像が得られる。続いて、この処理された画像を判定基準
データ４４により判定処理を行なう（Ｓ１０ａ）。この
場合は、ＮＧの判定となる。その後に、各種のテストを行
い総合判定結果を表示すると共に保存する（Ｓ１３
ａ）。
（具体例２）セクタタイプのプローブのカラードップラ
ーＢモード（スキャナにより超音波ビームを生体内で走
査し、得られる反射信号をブラウン管上で輝度変調しな
がら、走査に応じた表示をブラウン管上に表示する）画
像表示機能に関するテストを自動的に実行する内容につ
いて説明する。
なお、超音波ドップラー法は、超音波のドップラー効果
を利用して、体外から非観血的に血流速度情報を得るも
ので、超音波が血管内を流れる赤血球からの散乱を受け
た際のドップラー効果により、受信周波数が送信周波数
よりわずかに偏移する偏移周波数を基に血流着色付き扇
形により検出するものである。
図６（ａ）は処理動作のフローチャートを、図６（ｂ－
１）および（ｂ－２）は処理動作で用いた画面を示して
いる。なお、各部の符号は図３で用いたものを援用して
いる。
まず、外部制御装置３２によりテスト項目選択として
「Ａ－ＨＥＡＲＴ２」（心臓）の検査を選択する（Ｓ３
ｂ）。これにより、外部制御装置３２から超音波診断装
置３０に装置制御シーケンス４１のデータが読み込まれ
る（Ｓ４ｂ）。続いて、超音波診断装置３０の制御のモー
ドがＢモードに変更される（Ｓ５ｂ）。この場合は、基準
画像の入力は必要が無い。続いて、プローブより図６（ｂ
－１）に示した超音波画像を入力する（Ｓ８ｂ）。この
画像ではデュアル表示であるので、２つのセクター画像
が表示される。
入力された超音波画像を画像処理パラメータ４２により
画像処理を行なう（Ｓ９ｂ）と、図６（ｂ－１）に示し
た右側の画像に関して、図６（ｂ－２）に示した画像が
得られる。続いて、この処理された画像を判定基準データ
４４により判定処理を行なう（Ｓ１０ｂ）。この場合
は、セクター画像の頂角の角度が所定角度に達していな
いので、ＮＧの判定となる。その後に、各種のテストを行
い総合判定結果を表示、保存する（Ｓ１３ｂ）。なお、
図６（ｂ－１）に示した右側の画像に関しても同様の処
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理を行なう。
（具体例３）セクタタイプの超音波プローブのカラード
ップラーＢモード＋Ｍモード（超音波ビーム方向の反射
源の時間的位置変化を反射波の時間変化として捕らえ、
運動曲線として表示するもので、心臓内の各部の動きの
診断にＭモード心エコー図である血流着色付きタイムチ
ャ－トとして広く使用されている）画像表示機能に関す
るテストを自動的に実行する内容について説明する。
図７（ａ）は処理動作のフローチャートを、図７（ｂ－
１）および（ｂ－２）は処理動作で用いた画面を示して
いる。なお、各部の符号は図３で用いたものを援用して
いる。
まず、操作パネルを操作して、テスト項目選択として
「Ａ－ＨＥＡＲＴ２」（心臓）の検査を選択する（Ｓ３
ｃ）。これにより、外部制御装置３２から超音波診断装
置３０へ装置制御シーケンス４１のデータが読み込まれ
る（Ｓ４ｃ）。続いて、超音波診断装置３０の制御のモー
ドがＢモード＋Ｍモードに変更される（Ｓ５ｃ）。この
場合は、基準画像の入力は必要が無い。続いて、プローブ
より図７（ｂ－１）に示した超音波画像を入力する（Ｓ
８ｃ）。セクター画像が表示される。
入力された超音波画像を画像処理パラメータにより画像
処理を行なう（Ｓ９ｃ）と、図７（ｂ－１）に示したセ
クター画像が、セクターの頂角から円弧に向けて下ろし
た直線による断面毎の画像が（ｂ－２）に示したように
各長方形で表示される。続いて、この処理された画像を判
定基準パラメータにより判定処理を行なう（Ｓ１０
ａ）。この場合は、長方形状の画面表示が得られている
のでＯＫの判定となる。その後に各種のテストを行い総
合判定した結果を表示、保存する（S１３ｃ）。
【００２５】次に、本発明の応用例について説明する。
図８は、本発明の第１の応用例を示すシステムの模式図
である。この応用例では、超音波診断装置の機能検査の自
動化だけでなく、故障診断も行なうようにしている。
このシステムは、システム全体の制御を統括する外部制
御装置３２ａと、テスト対象となる超音波診断装置３０
ａのビデオ信号インターフェース３３ａから出力される
映像信号をデジタルデータ変換して外部制御装置３２ａ
のデジタル信号インターフェース３４ａに出力するビデ
オキャプチャユニット３５ａから構成されている。ま
た、外部制御装置３２ａには制御信号出力インターフェ
ース３６ａが装備されており、超音波診断装置３０ａの
制御信号入力インターフェース３７ａと接続されてい
る。
【００２６】また、外部制御装置３２ａの記憶装置に
は、装置制御シーケンス４１ａ、画像処理パラメータ４
２ａ、基準画像データ４３ａおよび判定基準データ４４
ａに加えて、異常結果データ４５ａが格納されており、
また、故障診断ソフトウエア４６ａも有している。
したがって、外部制御装置３２ａは、超音波診断装置３
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０ａをプログラミング可能なシーケンスデータによって
シーケンス制御する装置制御機能、ビデオキャプチャユ
ニット３５ａ経由で入力した画像データを、予め設定さ
れた画像処理パラメータ４２ａおよび基準画像データ４
３ａに基づいて画像処理する画像処理機能、画像処理の
結果として得られる特徴を、あらかじめ設定されたテス
ト判定基準データ４４ａに基づいて判定処理する判定処
理機能およびテスト判定結果や画像４９ａの保存および
各種設定データを作成、編集、保存ならびに読込みする
データ管理機能に加えて、故障診断機能を有している。
つまり、上述の自動化で自動化するのは、機能テストの
単なるＯＫ／ＮＧの判定であったが、この応用例の場合
は、判定結果だけでなくＮＧ判定に基づいて作業者が装
置をメンテナンスした結果（テストがＮＧとなった原因
と復旧作業内容）をも異常結果データとして外部制御装
置に入力・保存するデータベース機能、および、そのデ
ータべースからあるテスト項目についてＮＧの判定とな
った場合に、過去のメンテナンス実績ではどのような原
因と復旧作業内容が実施されたかを自動抽出するソフト
機能が付加されている。これにより、機能のテストだけ
でなく故障診断をも自動化することが可能となってい
る。
【００２７】ところで、以上の各内容は超音波診断装置
を工場で製造した際の動作確認テストの自動化を対象と
しているが、本発明のシステムは、出荷後の遠隔地で
の、客先稼動中の超音波診断装置の動作確認テストの自
動化にも適用できる。すなわち、図９は、本発明の第２
の応用例を示すシステムの模式図である。この応用例で
は、遠隔地に設置された超音波診断装置の機能検査と故
障診断を自動的に行なうものである。
このシステムは、遠隔地側（客先側）と操作側（ホスト
側）とを通信回線５１で結びそれを通じて遠隔地側（客
先側）を制御するものである。すなわち遠隔地側には、
図８で示したシステムが設置されている。その内容につ
いては、上述の応用例１で説明したので、重複を避ける
ためその説明は省略する。
この遠隔地側のシステムの外部制御装置３２ａにネット
ワークインターフェース５２を付加し、ホスト制御装置
５３と通信回線５１でネットワーク接続している。そし
て、ホスト制御装置５３に設けられているリモート制御
ソフト機能５４により、本システムの制御を可能にして
いる。
【００２８】さらに、上述の各場合に外部制御装置が担
っていた機能を超音波診断装置自体に内蔵させることも
できる。すなわち、図１０は、本発明の第３の応用例を
示すシステムの模式図である。この応用例では、遠隔地に
設置された超音波診断装置の機能検査と故障診断を超音
波装置自体に内蔵された制御部のプログラム等により自
動的に行なうものである。
すなわち、このシステムは、システム全体の制御を統括
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する制御部６１が超音波診断装置３０ｃの内部に設けら
れている。この、制御部６１の記憶装置には、装置制御シ
ーケンス４１ｃ、画像処理パラメータ４２ｃ、基準画像
データ４３ｃおよび判定基準データ４４ｃに加えて、異
常結果データ４５ｃが格納されており、また、自己診断
ソフトウエア６２も有している。
したがって、制御部６１は、超音波診断装置３０ｃをプ
ログラミング可能なシーケンスデータによってシーケン
ス制御する装置制御機能、画像データを予め設定された
画像処理パラメータ４２ｃおよび基準画像データ４３ｃ
に基づいて画像処理する画像処理機能、画像処理の結果
として得られる特徴を、あらかじめ設定されたテスト判
定基準データ４４ｃに基づいて判定処理する判定処理機
能およびテスト判定結果とその画像４９ｃの保存および
各種設定データを作成、編集、保存ならびに読込みする
データ管理機能に加えて、自己診断機能を有している。
また、このシステムは、上述の応用例２と同様に、遠隔
地側（客先側）と操作側（ホスト側）とを通信回線で結
びそれにより制御するものである。この遠隔地側のシス
テムの制御装置６１にネットワークインターフェース５
２ｃを付加し、ホスト制御装置５３ｃと通信回線５１で
ネットワーク接続している。そして、ホスト制御装置５
３ｃのリモート制御ソフト機能５４ｃにより、本システ
ムの制御を可能にしている。
【００２９】なお、この応用例は、遠隔地と結ばずに、
単体として、自己診断機能を内蔵した超音波装置として
独立して用いることもできる。
【００３０】以上に述べたように、本発明によれば、超音
波診断装置の機能テストを高速・高信頼性にて自動的に
行なうことができる。また、故障診断機能を付加すれ
ば、機能テストだけでなく故障診断も自動化できる。
【００３１】さらに、遠隔地にある超音波診断装置を通
信回線を用いてリモートコントロールによりメンテナン
スすることも可能である。
【００３２】また、超音波診断装置に自己診断機能を持
たせたので、超音波診断装置の製造リードタイム短縮、*
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*製造工数低減、信頼性向上、維持管理コスト削減および
機能差別化等の効果が期待できる。
【００３３】
【発明の効果】本発明によれば、超音波診断装置の機能
テストを高速・高信頼性にて自動的に行なうことがで
き、装置の製造リードタイム短縮、製造工数低減、信頼
性向上、維持管理コスト削減や機能差別化の効果が期待
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】超音波診断装置の構成ブロック図。
【図２】（ａ）～（ｄ）は、いずれもプローブの形状を
示す説明図。
【図３】本発明の超音波診断装置のテストシステム構成
図。
【図４】本発明のテストシステムの処理動作フローチャ
ート。
【図５】（ａ）は処理動作の具体例フローチャート、
（ｂ－１）、（ｂ－２）および（ｂ－３）は処理動作で
用いた画面図。
【図６】（ａ）は処理動作のフローチャート、（ｂ－
１）および（ｂ－２）は処理動作で用いた画面図。
【図７】（ａ）は処理動作のフローチャート、（ｂ－
１）および（ｂ－２）は処理動作で用いた画面図。
【図８】本発明の第１の応用例を示すシステムの模式
図。
【図９】本発明の第２の応用例を示すシステムの模式
図。
【図１０】本発明の第３の応用例を示すシステムの模式
図。
【図１１】従来の画像診断装置用制御システムの既略構
成を示す構成図。
【符号の説明】
１…プローブ、３０、３０ａ、３０ｃ…超音波診断装
置、３２、３２ａ…外部制御装置、５３…ホスト制御装
置、６１…制御部
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